
④ 給水装置工事の検査について

53

次に給水装置工事の検査について説明します。
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講義内容

54

1. 指定事業者が行うしゅん功検査

2. 管理者（水道局）が行う検査

④ 給水装置工事の検査について

説明する内容は、こちらのとおりです。

【参考】

1 指定事業者が自ら行う検査
2 水道局が行う検査

の２つあります。
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１．指定事業者が行うしゅん功検査 指針P26

＜解 説＞
給水装置の構造及び材質が基準に適合していない場合は、給水を拒否又は

停止することができるため主任技術者は、確実にしゅん功検査を行い、給水装置
の構造及び材質の基準並びに本市の基準に適合していることを確認すること。

1. 指定事業者（主任技術者）は、しゅん功図書の書類検査
及び現地検査により、給水装置の構造及び材質の基準並び
に本市の基準に適合していることを確認すること。

2. 給水装置の使用開始にあたっては、事前に管内を清浄すると
ともに、通水試験、水圧試験及び水質の確認を行うこと。

④ 給水装置工事の検査について 55

指定事業者すなわち主任技術者の方は、工事完成後、各種書類と図面を作成し、これ
らの書類検査や現地検査（いわゆる自社しゅん功検査）を行い、当該給水装置が「水道
法」で定められている構造、材質基準に適合しているのか、さらには、水道局の基準に
も適合しているのかをしっかり確認して頂くことになります。

その後、給水装置の使用開始に先立ち、事前に管内洗浄や通水試験、水圧試験及び
水質の確認を行って頂きます。

しかし、基準に適合していない場合については、給水を拒否または停止することとなり、
給水装置の使用ができないことになりますので、確実な自社検査をお願いいたします。
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56

給水装置工事使用材料・検査確認報告書の作成 P30

④ 給水装置工事の検査について

指定事業者、主任技術者の方は、自社検査などで確認した内容をこの「給水装置工事
使用材料・検査確認報告書」へ記載します。

構成は上下に「使用材料」と「しゅん功検査項目」に分かれています。
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④ 給水装置工事の検査について

給水装置工事使用材料・検査確認報告書の作成 指針P121～

～使用材料の確認～
（検査認証の確認）

1.日本産業規格（水道用） → ＪＩＳ
2.第三者認証 → 認証マーク（表示のない場合は自己認証扱い）
3.自己認証 →   製品種類毎に試験証明書にて確認

57

報告書上段の「使用材料や給水用具」の記載方法ですが、

給水装置に使用したすべての材料について、品名・形質・数量と、その材料が「給水装
置の構造及び材質基準」に適合しているかを確認し、「検査認証の確認」欄にチェックを
入れます。
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④ 給水装置工事の検査について

給水装置工事使用材料・検査確認報告書の作成 指針P74～

～しゅん功検査項目の確認～
1.資料及び現地検査 施工状況の確認および不可視部分の写真撮影
2.しゅん功図面検査 施工内容及び状況・情報が正確に記載されているか

58

下段の「しゅん功検査項目」の記載についてですが、「資料及び現地検査」と「しゅん功
図面検査」の種別や項目ごとに確認し、チェックを入れます。

ここで注意して頂きたいのは、「検査の内容」の欄にカッコ書きで「写真」と書かれている
項目については、写真の提出が必要になります。

この写真は、検査員の確認用として必要であり、他に工事の内容により水道局以外から
求められるものもあります。

水道局以外から求められるものとしては、国道管理者への提出用写真があります。

国道の工事では特に気を配って頂き、道路掘削状況や舗装本復旧状況、撤去・新設管
状況写真はもとより、掘削埋め戻しや安全管理の状況写真など、施工の一連の経過を
撮影しておくことが大切です。

さらに、別機関から求められる場合もありますが、いずれも完成後に確認できない部分
が主な対象となりますので、不可視部分の撮影もして置いた方が良いと思います。

何かトラブルが発生した際に、しっかり行っていれば、自分の身を守る証拠にもなります
ので、提出しない写真も撮影しておいた方が良いかと思います。

58



④ 給水装置工事の検査について

しゅん功図面作成・記載欄記入要領 指針P117

図面作成要領

記載欄要領

59

しゅん功図面の作成について、説明します。

図面作成要領と記載欄要領を文章表記していますので、参考にして頂ければと思いま
す。

【参考】※時間をみて割愛

確認していきます。（指針112～120ﾍﾟｰｼﾞ）
これは、指針117ページのもので、しゅん功図面の作成要領の要約版であります。
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④ 給水装置工事の検査について

平面図

しゅん功図面検査 指針P26～指針P118

給水装置の表示範囲は分岐から建物
隣接家屋の水道標識（給水栓番号）

60

このしゅん功図面の記載要領を、一般住宅の具体例に沿って説明します。

はじめに、平面図です。

縮尺の表示、付近家屋の栓番、道路部分の分水栓等など、給水する建物の周辺情報
を記載します。

忘れやすいのですが、付近の水栓番号は必ず記載してください。

【参考】

こちらのように、管理図のコピーを使用しても良いと思います。
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④ 給水装置工事の検査について

しゅん功図面検査 指針P26～

道路の状況・建物の位
置、構造・分岐部オフ
セット・各部の材料・口
径・延長などを記載

平面管路詳細図

61

次に、平面管路詳細図です。

縮尺の表示、家屋形状、敷地内埋設管、路線名などの道路情報、分岐部３点オフセット
、見出票情報(貼付箇所）、民地境界線、家屋配置寸法などを記載します。
特に注意したいのは、２世帯住宅やｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ等の集合住宅の場合、

複数あるそれぞれのメーター（筐の配置）と部屋・水道栓番との相互関係がはっきりわか
るように記載してください。
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不明瞭な表示例

給水管の平面表示

明瞭な表示例

④ 給水装置工事の検査について 62

こちらは、ポリエチレン管の表示例ですが、左側と比べて、右側の記載方法では、給水
管の埋設位置が明確ではありません。

しっかりと、管の曲りごとに管種・口径・延長を図面に記載してください。

また、メーター下流側の埋設管も管種と口径などを忘れずに記載してください。
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しゅん功図面検査 指針P26～
平面図及び平面管路詳細図と
立体図が整合していること

平面管路詳細図・立体図

④ 給水装置工事の検査について 63

全ての図は北を上にして記載するのが基本です。

屋内配管の立体図については、平面図と方位を合わせて記載してください。

これにより、建物と給水管との位置関係が明確になり、現地検査および将来の維持管理
のうえでも判断が容易になります。
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しゅん功図面検査 指針P26～

申請地が判明できるよう、
道路状況及び主要建物等
が記入されていること。

位置図

④ 給水装置工事の検査について 64

次に位置図ですが、申請地が判断できるよう、主要道路や主だった建物名などを入れ
てください。

申請場所に関しては、引出し線や箇所を塗りつぶす・太枠で囲むなどして判りやすく表
示してください。

地図の複製使用には著作権の関係上、しっかりと複製使用の許可を必ず取ってくださ
い。

ゼンリンを使用している場合は地図コピーをする際に必要な「複製許諾（きょだく）証明
証」を忘れずに張り付け下さい。
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④ 給水装置工事の検査について

しゅん功図面検査 指針P26～
方位が記入されていること。位置図と平面図の方位

65

位置図、平面図には必ず方位を入れてください。

まれに、方位記号が無く、それぞれが90度違った場合があります。図面判断が混乱しま
すので注意してください。
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④ 給水装置工事の検査について

しゅん功図面検査 指針P26～

しゅん功に関する文字情報記載欄

66

様式の右側にあります記載欄には、施工した給水装置に関する情報を記入します。

中高層建物などの場合は、図面への記載項目が異なりますので施工指針（P215）の記
載例4を参照してください。

しゅん功図面は、今後の給水装置の維持管理業務、将来の撤去・改造申請などに伴う
調査や施工に活用するために、誰しもが給水装置の埋設状況や使用材料などを、明瞭
・正確・容易に把握できるような図面作成をすることを心掛けてください。
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２．管理者（水道局）が行う検査

1. 指定事業者は、工事完了後、給水装置工事検査申込書とともに、しゅん功図
及び資料等を提出すること。

2. メーターの支給は、管理者が行う検査の合格後とする。

3. メーターの支給時には、給水装置使用開始届、給水装置異動届に必要事項
を記入して提出し、水道使用標識（給水栓番号）及びお客様番号札を受
領すること。

4. 撤去工事等により不要になったメーターは、遅滞なく返納すること。

しゅん功書類の提出及びメーターの支給指針 P29

④ 給水装置工事の検査について 67

続いて水道局が行う検査についてですが、先ず、工事が完了した時の概要を確認しま
す。

事業者の方は、

申込者などへの物件引渡し前に、検査申込書としゅん功図及び資料等を提出します。

検査員による書類検査に合格後、メーターの支給となります。

メーター支給に際しては、各届出書（開始届等）に必要事項を記入していただき、メータ
ーと一緒に給水栓番号及びお客様番号札を受け取ります。

また、撤去工事等により不要になった既設メーターは、速やかに返納してください。
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管理者（水道局）が行う検査

1. 検査申込と検査手数料の納金 （業務係調定窓口）

給水装置工事が完成 ・ 指定事業者が行う検査が完了

↓

しゅん功図書を添えて、検査申込書提出と手数料の納金

（提出書類）
①しゅん功図（水理計算書等必要図書含む）
②給水装置工事使用材料・検査確認報告書
③工事写真
④給水装置工事（○○）検査申込書

しゅん功検査に関わる事務手続き 指針P32

④ 給水装置工事の検査について 68

次に、しゅん功検査に関わる事務手続についてですが、

記載のとおりとなっておりますので後ほど、ご一読願います。
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管理者（水道局）が行う検査

2. 書類検査・水道メーターの支給
提出されたしゅん功図書を基に、管理者（水道局）が行う「書類検査」を実
施後、「現地検査」の日時打合せのうえメーターを支給する。

注） メーターの支給は平日の９時から１６時まで
メーターの支給場所

堀上メーター返納場所

※ 技術的な不備あるいは、故意・過失により、メーターを損傷・亡失した場合、原因者は損害額を補償しなければならない。

しゅん功検査に関わる事務手続き 指針P31

口 径
（㎜）

支 給 場 所
直 読 式 (表示部回転式含む) 無 線 式 遠隔指示式（個別）

13 給水装置課（検査係）
（総数11個以上は、資材センター）

給水装置課（検査係）
（ＩＤ設定済み） 資材センター

20以上 資材センター 資材センター（ＩＤ設定済み）

口 径 返 納 場 所
４０mm以下 給水装置課検査係に返納

５０mm以上 給水装置課検査係で指針を確認のうえ、資材センターに返納

④ 給水装置工事の検査について 69

次に、水道メーターの支給及び返納についてです。

提出されたしゅん功図書を基に、水道局が行う「書類検査」をした後、現地検査の日程
を決め、メーターを支給することとなります。

メーターの支給時間は、平日の9時から16時までですので注意してください。
メーターの支給場所及び既設（堀上）メーターの返納場所は、記載の表の通りとなりま
す。

また、メーターは水道局から無償貸出している資産であるため、支給済メーター、あるい
は、既設メーターを故意または過失等により、壊したり亡くした場合は、損害額を補償し
て頂いております。

支給されたメーターの逆付や凍結破損も同様の取扱いとなりますので注意してください
。
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管理者（水道局）が行う検査

3. 現地検査 （担当検査員）

主任技術者は、管理者の検査の際、管理者の求めに応じ立会わなけれ
ばならない。

しゅん功検査に関わる事務手続き 指針P32

＜解 説＞
指定事業者制度とは、あらかじめ給水装置の工事に必要な知識、技術を有し、かつ、

信頼し得る者を指定することにより、適正な給水装置工事の施工を確保しようとするもので
ある。したがって、指定事業者が施工する給水装置は、水道法に定める給水装置の構造
及び材質の基準並びに本市の基準に適合するものであることが前提となる。

このため、管理者の検査は、指定事業者の技術力と信頼性のチェックを主な目的とし
て、指定事業者の施工した給水装置が、本市の基準等を遵守し施工されているかの確認
を行うものである。

④ 給水装置工事の検査について 70

現地検査についてです。

現地検査は、基本的に主任技術者の立会いにより、実施させて頂いております。

なお、解説に記載のあるとおり水道局の行う検査は、事業者の方々の技術力と信頼性の
チェックをおもな目的とし、本市の基準等に従って施工されているかの確認を行うもので
あり、事業者が施工した工事内容を保証するものではありません。

ここをしっかりご理解頂ければと思います。
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相互の情報交換

水道局
給水装置課
配水管理課

申請者

利害関係人
ハウスメーカー
物件関連事業者

関係機関

道路管理者
警察

他事業管理者

④ 給水装置工事の検査について

申請者 指定事業者

主任技術者

関係機関

水道局
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皆さまにおかれましては、お客さまから「給水装置工事」を依頼され、見積から契約、申
請、施工、完了、検査までの工程を経て、最終的に物件引渡しに至ると思いますが、ま
だ書類検査しか終わってない段階で入居してしまい、水道局の現地検査がいつまでも
出来ないという事例が多々見られます。

こうなると、 検査の日程調整が厳しくなり、結果的に入居しているお客様に多大なご迷
惑をお掛けすることになってしまいます。

このような事態を未然に防ぐには、この図のような各関係者との相互連絡を密にし、しっ
かりした現場監理も含め、余裕を持った工程管理をする事が重要となります。

主任技術者の方々におかれましては、工事を進めて行くうえで様々な事案に遭遇する
と思いますが、「国家資格者」としての誇りを持ちその知識や技術を十分に発揮して頂
ければと思います。
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